
今
回
の
発
掘
調
査
に
於
て
確
認
さ
れ
た
板
碑
の
総
基
数
は
七
十
六
基
で
、
う
ち
紀

年
を
有
す
る
も
の
二
十
基
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
覧
形
式
に
し
た
も
の
が

あ
る
。 第

六
章

中
世
板
碑
に
つ
い
て
の
考
察

（表

I
)
で、

紀
年
を
有
す
る
も
の
は
年
代
順
に
、
無
紀
年
の
も
の
は
通
説
と
さ
れ
る
十
三
仏
年
忌

供
養
の
順
に
配
列
し
た
。
有
紀
年
板
碑
の
年
代
的
広
が
り
を
見
れ
ば
、
正
応
三
年
（

一

二
九

0
)
を
上
限
と
し
、
延
徳
四
年
(
-
四
九
二
）
を
下
限
と
す
る
二
百
二
年
間
で

無
紀
年
板
碑
の
な
か
に
は
、
造
立
初
期
と
目
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

こ
の
有
紀
年
板
碑
の
上
限
を
越
え
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い

。
ま
た
下
限
に
つ
い
て
は
、

延
徳
四
年
を
下
る
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
有
紀
年
板
碑
の
造
立
状
況
を
見
れ

ば
、
（
表

Il
の
A
)
室
町
初
期
に
最
も
造
立
密
度
が
高
く
、
次
い
で
鎌
倉
末
期
よ
り

南
北
朝
初
期
に
か
け
て
が
高
い

。
こ
の
最
高
密
度
の
応
永
代
の
直
後
か
ら
約
五
十
年

間
は

一
基
と
低
い
。
し
か
も
こ
の

一
基
は
、
二
十
八
人
の
結
衆
に
よ
る
逆
修
碑
⑰
で

あ
る
か
ら
、
個
人
造
立
の
板
碑
と
し
て
は
一
基
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
、
形
態
と
大
き
さ

小
泊
の
板
碑
は
全
て
用
材
と
し
て
自
然
石
を
用
い
て
い
る
。
近
辺
の
海
岸
、
川
辺
、

山
麓
な
ど
か
ら
採
集
さ
れ
、
殆
ど
整
形
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
種
子
・
偲
．
願
文
•
紀

年
な
ど
を
刻
み
、
台
座
を
用
い
ず
地
表
に
立
て
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
こ
れ
ら
は

自
然
石
で
あ
る
た
め
一
定
の
型
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
特

色
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

縦
長
で
、
頭
部
が
尖
る
形
の
も
の
が
多
い
こ
と
。

厚
さ
が
巾
を
上
回
ら
ず
、
文
字
を
刻
み
得
る
平
滑
な
面
を
有
す
る
こ
と
。

つ
ま
り
、
採
集
に
当
っ
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
も
の
、
若
し
く
は
こ
れ
に
近

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二

、

素

材

こ
れ
ら
の
形
態
は
、
単
に
小
泊
の
板
碑
に
限
ら
ず
、
隣
接
す
る
相
川
・
長
塩
谷
は

も
と
よ
り
、
寺
浜
・
波
伝
谷
（
志
津
川
町
）
な
ど
海
岸
部
一
帯
に
通
用
す
る
極
く
一

般
的
な
傾
向
で
あ
り
、
南
北
朝
以
前
の
も
の
は
、
ほ
ぽ
こ
の
条
件
を
満
た
し
、
室
町

以
後
に
つ
い
て
は
形
が
乱
れ
て
く
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。

大
き
さ
に
つ
い
て
は
南
北
朝
期
ま
で
の
も
の
の
う
ち
、
断
碑
及
び
③
の
一
基
を
除

け
ば
全
て

一
O
O
丑／
以
上
の
高
さ
を
有
し
、
特
に
鎌
倉
期
の
も
の
は
高
さ

―
二

o
i

一
三
〇丑ノ
、
巾
三
〇
丑
ノ程
度
と
、
ほ
ぼ
一
定
の
形
状
を
保
つ
の
に
対
し
、
室
町
期
以

降
の
も
の
は
⑲
が

一
六
九
丑ノ
と
特
出
す
る
が
、
概
し
て
六

0
-
1
0
0
丑ノ
程
度
で
、

時
代
が
下
る
に
従
っ
て
次
第
に
小
型
化
す
る
傾
向
を
示
す
。

小
泊
板
碑
の
材
質
は
、
砂
岩
と
粘
板
岩
の
一
―
種
類
に
分
け
ら
れ
、
全
期
間
を
通
じ

て
混
用
さ
れ
て
い
る
が
、
南
北
朝
初
期
ま
で
は
比
較
的
砂
岩
が
多
く
用
い
ら
れ
、
以

後
、
粘
板
岩
の
利
用
が
増
え
、
全
体
を
通
じ
て
見
れ
ば
お
よ
そ
―
一
対
一
と
粘
板
岩
の

利
用
度
が
高
い

。
こ
の
こ
と
は
採
集
に
あ
た
っ
て
、
形
態
や
大
き
さ
に
比
べ
、
さ
ほ

ど
の
配
慮
が
は
ら
わ
れ
ず
、
入
手
し
易
い
石
、
す
な
わ
ち
粘
板
岩
が
多
く
利
用
さ
れ

小
泊
板
碑
は
そ
の
形
態
上
次
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

直

殆

ど

全

面

が

滑

状

を

呈
す
る
も
の
。
海
岸
に
於
て
長
い
年
月
、
岩
石

が
強
い
波
浪
に
よ
っ
て
転
が
さ
れ
揉
ま
れ
る
こ
と
で
、
全
面
が
磨
耗
し
て
生
じ
た
も

の
。
板
碑
と
し
て
は
小
型
の
部
に
入
り
、
縦
横
の
差
が
少
な
い
も
の
が
多
い
。

産
出
地
に
つ
い
て
は
当
地
方
海
岸
一
帯
が
考
え
ら
れ
、
軽
量
且
つ
入
手
し
易
い
こ

と
が
利
点
と
な
る
。
こ
れ
の
使
用
さ
れ
た
区
域
は
、
A
区
七
基
、

B
区
十
基
、
但
し

B
区
の
一
基
は
木
の
葉
を
か
ぶ
る
程
度
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

B
区
集
団

い
も
の
が
選
ば
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
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I
類
型
は
全
て
無
紀
年
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
使
用
は
お
そ
く
、
お
そ
ら
く
形
状
・

種
子
か
ら
推
し
て
室
町
期
に
入
っ
て
か
ら
で
、
南
北
朝
期
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い

。

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら

I
類
型
が
必
ず
し
も
板
碑
の
素
材
と
し
て
適
合
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
が
、
信
仰
の
衰
微
に
伴
っ
て
入
手
・
運
搬
の
簡
便
さ
か
ら
利
用
さ
れ
る

に
至
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

同

川

ま

た

は

沢

に

於

て

水

流

に

よ

っ

て

一

面

乃

至

三

面

を

磨

か

れ

て

滑

面
を
呈
す
る
も
の
で
、
水
流
の
当
ら
な
い
部
分
は
必
然
的
に
自
然
面
を
残
す
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
海
岸
に
露
出
す
る
岩
盤
の
一
部
が
波
浪
に
浸
蝕
さ
れ
て
滑
状
を
呈
す

る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
中
に
は
穿
孔
貝
に
よ
る
穿
孔
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
は
比
較
的
縦
長
の
も
の
が
得
ら
れ
、
板
碑
の
形
状
に
適
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
簡
単
な
採
集
地
と
し
て
は
、
部
落
の
生
活
水
を
賄
っ
た
で
あ
ろ
う
前
面

の
小
川
の
周
辺
、
及
び
上
流
地
域
が
考
え
ら
れ
る
。

履

そ

の

他

を

総

括

し

た

称

で

あ

る

。
山
麓
な
ど
比
較
的
採
集
に
便
利
な

と
こ
ろ
に
、
露
出
す
る
、
ま
た
は

一
部
露
出
す
る
個
石
（
は
な
れ
石
）
が
多
く
選
ば

れ
た
。
素
材
が
豊
富
で
あ
り
、
ま
た
、
割
っ
た
ノ
ミ
跡
の
な
い
こ
と
か
ら
推
し
て
、

岩
板
か
ら
、
素
材
を
切
り
取
る
な
ど
の
方
法
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
す

る
。

m類
型
は
手
近
な
場
所
か
ら
簡
単
に
入
手
出
来
る
有
利
さ
が
あ
り
、
比
較
的
大

型
の
も
の
が
多
く
、
従
っ
て
初
期
の
も
の
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

三
、
彫
刻
技
法

①
、
小
泊
板
碑
の
彫
刻
技
法
に
関
し
て
は
伝
わ
る
資
料
が
な
い
が
、
碑
面
に
残
る
ノ

ミ
跡
が
特
に
顕
著
な
種
子
に
つ
い
て
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
エ
法
に
よ
っ
て
推
考
し
、

D
区
に
は
な
い

。

る
に
、

か
ら
の
滑
落
が
考
え
ら
れ
る
。
C
区
の

一
基
も
上
方
か
ら
の
崩
落
で
あ
ろ
う
。
要
す

c区、
IB
区
に
は

I
類
型
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

正
し
い
「
V
」
字
型
を
な
す
ヤ
ゲ
ン
彫
を
云
う
。
底
線
部
や
彫
り
面

）
の
彫
法
に
よ
る
特
徴
は
、

次
の

三
つ
に
分
類
し
て
み
た
。

園

彫

り

面

が

な

め

ら

か

な

浅

い

皿

彫

り

で

、

点

状

の

ノ

ミ

跡

が

彫

面

よ

り
深
く
各
所
に
残
っ
て
お
り
彫
り
面
に
平
ノ
ミ
に
よ
る
痕
跡
も
す
じ
状
に
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
こ
の
彫
法
を
考
え
る
と
、
先
ず
先
端
の
鋭
く
尖
っ
た
ノ
ミ

（以
下
、
先

ノ
ミ
と
称
す
）
を
、
ノ
ミ
自
体
の
重
み
を
利
用
す
る
、
所
謂
手
ノ
ミ
と
し
て
碑
面
を

敲
打
し
、
つ
く
ら
れ
る
点
の
連
続
に
よ
っ
て
字
の
輪
郭
内
を
彫
り
＜
ぽ
め
、
浅
い
皿

彫
に
大
よ
そ
形
を
整
え
た
あ
と
、
更
に
こ
の
凹
凸
面
を
調
整
す
る
た
め
、
平
ノ
ミ
を

彫
り
面
に
そ
っ
て
押
し
削
る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
次
第
に
滑
状
を
呈
す
る
に
至
っ
た

も
の
と
推
察
す
る
。

彫
り
巾
は
ヤ
ゲ
ン
彫
よ
り
広
く
、
浅
い
皿
彫
で
、
彫
り
面
が
滑
ら
か
。

フ
チ
線
が
面
取
り
の
状
態
と
な
る
た
め
不
明
瞭
で
、
底
線
が
あ
ら
わ
れ
な
い

。

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、

①
•

②
・

③
（
鎌
倉
末
期
）
が
こ
れ
に
該
当
し
、
⑦

（
南
北
朝

初
期
）
も
「
ア
ク
点
」
以
外
は
こ
の
彫
法
に
よ
っ
て
お
り
、
有
紀
年
板
碑
で
は
こ
れ

以
降
の
出
例
は
な
い
。
従
っ
て
無
紀
年
板
碑
に
つ
い
て
も
、
こ
の
彫
法
に
よ
る
も
の

は
大
略
、
南
北
朝
初
期
以
前
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

に
先
ノ
ミ
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
も
の
が
あ
り
、
彫
り
面
に
僅
か
に
平
ノ
ミ
に
よ
る
條

痕
の
流
れ
も
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
平
ノ
ミ
痕
は
も
と
よ
り
最
終
段
階
に
於

け
る
も
の
で
、
そ
れ
以
前
の
工
程
と
し
て
は
、
や
は
り
先
ノ
ミ
に
よ
る
荒
彫
り
が
考

え
ら
れ
る
。
現
代
の
エ
法
に
於
て
も
先
ノ
ミ
に
よ
る
荒
彫
り
が
先
行
し
特
に
粘
板
岩

（
稲
井
石
）
に
於
て
は
碑
面
へ
の
ノ
ミ
の
当
り
面
が
大
き
け
れ
ば
、
節
理
に
よ
る
意

外
の
剥
離
を
引
き
お
こ
し
字
形
を
崩
す
慮
れ
が
あ
り
、
常
に
先
ノ
ミ
に
よ
る
点
打
を

行
な
っ
た
の
ち
平
ノ
ミ
に
よ
っ
て
そ
の
あ
と
を
調
整
す
る
工
法
を
と
る
の
が
一
般
で

あ
る
。
こ
の
底
線
・
彫
り
面
に
残
る
点
打
痕
は
、
荒
彫
り
を
行
な

っ
た
過
程
を
示
し
、
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彫
り
面
の
條
痕
は
最
終
的
に
平
ノ
ミ
に
よ
る
調
整
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
彫
法
に
よ
る
特
徴
は
、
ノ
ミ
が
両
側
よ
り
等
角
度
に
入
る
た
め
彫
り
面
が
一

定
し
、
彫
り
面
と
彫
り
面
が
接
す
る
と
こ
ろ
に
底
線
が
一
線
と
な
っ
て
表
出
さ
れ
、

フ
チ
線
も
定
っ
た
角
度
で
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
彫
り
巾
も
二
•
五

l

三
丑
ノ
と
広
く
、
深
さ
も
一
丑
／
前
後
あ
る
。

小
泊
の
場
合
は
、
先
ず
④
（
鎌
倉
末
期
）
に
こ
の
彫
法
が
み
ら
れ
、
⑤
（
南
北
朝

初
期
）
に
於
て
特
に
顕
著
に
刻
出
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
⑭
（
室
町
初
期
）
ま
で
引

き
続
き
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
頃
に
な
る
と
次
第
に
ヤ
ゲ
ン
彫
法
が
乱
れ
出
し
、
「
彫

III型
」
へ
の
移
行
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

彫

III型

前
記
以
外
の
彫
り
を
い
い
、
ヤ
ゲ
ン
彫
の
乱
れ
た
も
の
、
箱
彫
•
竹

彫
な
ど
及
び
そ
の
混
合
様
式
を
云
う
。
応
永
末
頃
か
ら
彫
法
の
崩
れ
は
更
に
下
降
線

を
た
ど
る
傾
向
を
深
め
、
彫
り
巾
は
一
~
一
•
五
セ
ン
チ
、
深
さ
も
〇
•
五
セ
ン
チ
程
度
と
な

り
、
ヤ
ゲ
ン
の
形
は
く
ず
れ
て
単
に
中
央
部
を
低
く
す
る
如
き
も
あ
り
、
箱
彫
•
竹

彫
な
ど
を
雑
然
と
混
用
す
る
に
至
る
。
こ
れ
は
、
彫
り
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え

は
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
施
工
す
る
段
階
に
於
て
、
技
術
的
拙
劣
さ
が
こ
の
現
象

を
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
職
業
的
工
人
に
よ
る
こ
と
な
く
、

素
人
が
見
よ
う
見
真
似
で
模
作
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
、
種
子
の
形
を
書
き
写
し

た
と
お
も
わ
れ
る
誤
り
や
独
自
性
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
特
徴
は
、
彫
り
巾
は
せ
ま
く
、
浅
く
、
彫
り
面
は
両
側
均
等
な
ら
ず
、
底
線

は
つ
く
り
出
さ
れ
て
も
一
線
に
通
ら
ず
、
彫
法
が
混
用
さ
れ
る
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

室
町
期
の
う
ち
、
初
期
の
一
部
を
除
く
殆
ど
が
こ
の
部
類
に
属
し
、
無
紀
年
板
碑
の

大
多
数
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

銘
文
の
彫
り
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
期
ま
で
は
草
書
、
ま
た
は
行
書
の
比
較
的
大

き
い
字
で
彫
り
も
丁
寧
だ
が
、
室
町
期
に
入
る
と
書
体
・
彫
り
と
も
粗
雑
と
な
り
、

い
わ
ゆ
る
金
釘
流
で
、
平
ノ
ミ
を
両
側
か
ら
数
回
刻
み
こ
む
程
度
で
、
種
子
と
同
様

一

ぃy
¥
 

ぐ／
＼
 

しー／
之
‘
¥
ャ

一ーー

／ 

[」＼
・・
.¥ 
・.・ ．． .. : . .. 

＼ 

の
崩
れ
を
み
る
も
の
で
あ
る
。

②
、
次
に
、
鮮
明
な
ノ
ミ
跡
を
残
す
二
基
を
紹
介
し
て
、
当
時
の
彫
法
の
一
端
を
知

る
参
考
に
供
し
た
い
。

㉗
の
種
子
は
（
イ
ー
）
で
あ
る
（
図
参
照
）
。
碑
面
八
六
x
三
一
•
五
セ
ン
チ
に
対

し
て
、
種
字
ニ
―

X
二
〇
丑
／
と
大
き
い
。
先
ず
左
上
の
「

O
」
は
、
平
ノ
ミ
を
両
側

よ
り
数
回
ず
つ
あ
て
、
浅
い
箱
彫
と
し
角
度
を
か
え
た
直
線
の
連
続
に
よ
っ
て
円
を

か
た
ち
づ
く
り
、
そ
の
円
周
全
体
に
疎
ら
に
先
ノ
ミ
の
点
打
の
跡
を
の
こ
す
。
先
ノ
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ミ
、
平
ノ
ミ
の
何
れ
が
先
行
す
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
だ
が
、
右
上

の
「

O
」
及
び
下
部
に
み
ら
れ
る
痕
跡
か
ら
、
平
ノ
ミ
を
主
体
と
し
、
先
ノ
ミ
を
も
っ

て
補
な
っ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
先
ノ
ミ
に
よ
る
補
充
は
、
短
い
直
線
間
の
空
間

を
埋
め
て
曲
線
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
意
図
と
も
受
け
と
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
目

的
を
達
し
て
い
な
い

。

最
上
部
で
円
周
と
交
又
す
る
ノ
ミ
跡
は
、
「

O
」
の
運
筆
が
一
筆
で
は
な
く
「

C
」

と
「
）
」
、
つ
ま
り
半
円
ず
つ
の
筆
法
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
発
心
点
」
の
か

た
ち
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
正
し
く
均
衡
の
と
れ
た
筆
法
と
と

も
に
、
そ
の
心
得
の
あ
る
人
（
密
教
僧
侶
）
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
り
、
右

上
部
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

た
だ
し
彫
法
は
幼
稚
で
、
エ
人
の
手
法
と
は
お
も
え
ず
素
人
の
模
作
と
い
い
得
る

も
の
で
、
当
時
の
板
碑
作
成
の
過
程
が
う
か
が
い
知
れ
る
も
の
で
あ
る
。
室
町
期
造

立
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
は
、
「
種
子
サ
ク
・
妙
金
禅
尼
」
を
刻
む
海
岸
の
自
然
石
で
、
穿
孔
貝
に
よ
る

無
数
の
小
穴
を
有
す
る
五
九
•
五
X
二
四
セ
ン
チ
の
石
で
あ
る
（
写
真
参
照
）
。

種
子
は
五
•
七
x
九
•
四
セ
ン
チ
と
横
長
で
ヤ
ゲ
ン
彫
、
室
町
風
の
書
体
で
あ
る
。
彫

り
面
は
、
フ
チ
線
よ
り
底
線
に
亘
っ
て
あ
て
た
、
平
ノ
ミ
に
よ
る
直
線
痕
の
連
続
で

埋
ま
り
、

一
部
で
は
ノ
ミ
方
向
を
九

0
度
か
え
、
底
線
に
並
行
な
直
線
痕
を
刻
出
す

る
面
も
あ
る
。
即
ち
、
従
来
平
ノ
ミ
に
よ
る
ヤ
ゲ
ン
彫
法
と
し
て
は
、
底
線
に
向

っ

て
両
側
よ
り
彫
り
面
を
す
べ
ら
す
よ
う
に
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
心
部
も
っ
と

も
深
い
と
こ
ろ
に
底
線
が
生
じ
、
彫
り
面
が
な
め
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
木
彫
に
よ
る
感
覚
の
延
長
で
あ
り
、
材
質
が
石

の
場
合
、
特
に
粘
板
岩
に
つ
い
て
は
、
こ
の
彫
法
に
よ
れ
ば
節
理
に
伴
う
不
慮
の
剥

離
を
引
き
お
こ
し
、
彫
り
面
を
損
傷
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
ノ
ミ

に
よ
る
荒
彫
を
施
し
た
あ
と
、
平
ノ
ミ
を
彫
り
面
を
す
べ
ら
す
こ
と
な
く
、
直
角
に

あ
て
て
た
た
く
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
ノ
ミ
跡
が
こ
の
直
線
痕
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の

凹
凸
を
平
ノ
ミ
を
以

っ
て
押
し
擦
る
こ
と
に
よ
り
、
平
滑
面
が
得
ら
れ
る
も
の
で
、

四
、
種
子
・
銘
文
に
つ
い
て

板
碑
が
信
仰
の
表
出
で
あ
る
以
上
、
帰
依
す
る
仏
・
菩
薩
を
彫
出
し
て
主
尊
と
し
、

祈
願
・
供
養
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
小
泊
の
場
合

そ
れ
が
種
子
で
あ

っ
た
。

従
っ
て
、
純
粋
な
る
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
造
立
さ
れ
た
初
期
に
於
て
は
、
碑
面
に

於
け
る
仏
・
菩
薩
、
即
ち
種
子
の
占
め
る
領
域
は
広
く
、
そ
し
て
碑
の
主
体
を
な
す

も
の
で
あ
っ
た
。
小
泊
の
板
碑
は
、
不
明
な
ど
の
三
基
を
除
い
た
全
て
の
碑
に
種
子

が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
子
を
冠
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
種
子
が
板
碑
の
本
体
を

な
す
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

板
碑
の
種
子
使
用
頻
度
数
を
あ
ら
わ
し
た
の
が
「
表

m」
で
あ
る
。
有
紀
年
板
碑

の
種
子
・
銘
文
に
つ
い
て
時
代
的
推
移
を
み
れ
ば
、
先
ず
鎌
倉
末
期
ま
で
は
、
バ
ン

二
基
、
ア
一
基
、
キ
リ
ー
ク
一
基
で
、
金
・
胎
大
日
如
来
を
主
尊
と
す
る
も
の
三
基

と
多
く
、
阿
弥
陀
如
来
も
②
と
の
双
式
を
考
え
た
場
合
密
教
系
と
み
ら
れ
、
全
体
的

に
密
教
色
濃
厚
の
信
仰
形
態
が
う
か
が
え
る
。
紀
年
は
他
に
銘
文
の
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
中
央
一
行
に
（
①
は
日
附
を
左
右
に
分
け
）
年
号
、
月
日
を
比
較
的
大
き
く

記
し
、
干
支
は
附
し
て
い
な
い

。
願
文
を
記
さ
な
い
た
め
本
来
の
造
立
趣
旨
を
知
る

こ
と
は
出
来
な
い
。

南
北
朝
期
は
、
キ
リ
ー
ク
三
基
、
バ
ン
・
マ
ン
・
カ
各
一
基
が
あ
る
。
⑤
に
於
て
、

マ
ン
、
文
殊
菩
薩
は
双
式
で
あ
る
⑥
バ
ン
と
の
関
連
か
ら
、
天
台
密
教
に
於
け
る
文

殊
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
右
志
者
…
…
」
と
す
る
願
文
が
こ
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の

）
れ
は
―
つ
の
過
程
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
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な
か
に
「
慈
父
・
悲
母
」
と
い
っ
た
被
供
養
者
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
「
平
等
利
益
」

を
う
た
っ
て
い
る
。
ま
た
「
孝
子
・
敬
白
」
の
文
字
も
み
え
て
く
る
。
造
塔
功
徳
を

意
識
し
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
紀
年
は
種
子
の
下
方
中
央
一
行
に
、
そ
の
左
右
に
願

文
が
記
さ
れ
、
は
じ
め
て
年
号
に
干
支
が
つ
け
ら
れ
る
。
「
延
元
」
は
南
朝
年
号
で
、

こ
の
あ
と
南
朝
年
号
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
北
朝
年
号
の
み
が
使
わ
れ
た
。
阿
弥

陀
如
来
が
⑦
·
⑧
•
⑨
と
三
基
で
て
主
流
を
な
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
か
ら
考
え

て
、
①
と
同
じ
く
密
教
浄
土
教
の
阿
弥
陀
信
仰
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

⑧
に
於
て
、
「
三
十
三
年
忌
供
養
」
が
行
な
わ
れ
た
事
実
は
、
十
三
仏
信
仰
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
尊
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
室
町
以
降
に
定
着
し
た
と

さ
れ
る
供
養
本
尊
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
⑩
種
子
力
は
地
蔵
で
願
文
の

「
三
十

D忌
辰
」
は
三
十
五
日
忌
辰
と
お
も
わ
れ
、
渇
も
ま
た
出
典
未
検
な
が
ら
地
蔵
を

称
え
る
も
の
で
あ
り
、
種
子
・
傷
・
願
文
の
三
点
が
こ
こ
に
於
て
初
め
て
合
致
す
る
。

室
町
期
に
入
る
と
十
三
仏
信
仰
に
よ
る
供
養
本
尊
が
定
着
す
る
た
め
、
板
碑
に
あ

ら
わ
れ
る
種
子
も
、
サ
ク
三
基
、
バ
ン
・
バ
ー
ン
ク
各
一
基
、
カ
ニ
基
、
タ
ラ
ー
ク

二
基
、
ウ
ン
一
基
と
多
様
化
す
る
。
⑪
種
子
力
は
三
十
五
日
忌
供
養
本
尊
と
し
て
請

来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
願
文
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
サ
ク
は
三
基
と
最
も

多
い
。
願
文
に
は
な
い
が
一
周
忌
の
供
養
本
尊
と
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
無
紀

一
周
忌
を
も
っ
て
最
大

年
板
碑
の
十
基
を
併
わ
せ
る
と
十
三
基
と
最
多
を
か
ぞ
え
、

の
供
養
忌
辰
と
意
識
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

応
水
末
に
入
る
と
真
―
―
IIT
を
附
す
も
の
、
或
い
は
種
子
を
配
列
す
る
も
の
が
あ
ら
わ

れ
る
。
何
れ
も
密
教
系
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
か
ら
法
名
を
附
す
よ
う
に
な

る
。
板
碑
の
常
套
語
と
さ
れ
る
「
孝
子
敬
白
」
が
殆
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

⑰
結
衆
に
よ
る
逆
修
塔
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
の
造
立
前
後
約
五

十
年
間
は
、
有
紀
年
板
碑
が
ほ
か
に
一
基
も
造
立
さ
れ
て
い
な
い
事
実
と
照
ら
し
あ

わ
せ
て
、
信
仰
面
で
何
ら
か
の
変
動
が
起
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

碑
の
法
量
が
近
似
値
で
あ
る
こ
と
。

〇
丑ノ
で
あ
る
。

造
立
末
期
に
至
っ
て
小
泊
最
大
の
板
碑
⑲
が
建
つ
。
種
子
・
褐
•
願
文
•
紀
年
・

法
名
と
も
っ
と
も
完
備
さ
れ
た
姿
で
あ
る
。

最
末
期
の
⑳
は
、
種
子
・
法
名
と
も
粗
雑
と
な
る
。
末
期
的
現
象
と
い
え
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

五
、
双
式
板
碑

服
部
清
道
『
板
碑
概
説
』
に
よ
れ
ば
、
双
（
雙
）
式
板
碑
と
は
同
一
様
式
の
も
の

が
二
基
存
在
す
る
こ
と
を
称
し
次
の
如
く
分
類
し
て
い
る
。

A
．
同
一
様
式
の
も
の
を
二
基
造
立
し
た
る
も
の
。

B
．
同
一
様
式
の
も
の
を
一
石
に
二
基
連
ね
た
も
の
。

C
．
異
様
式
の
も
の
を
一
石
に
二
基
連
ね
た
も
の
。

D
．
そ
の
他

し
か
も
、
そ
の
通
有
性
と
し
て
、
逆
修
な
る
こ
と
、
男
女
二
人
の
供
養
な
る
こ
と

を
述
べ
、
更
に
男
女
二
人
と
は
夫
妻
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
略
確
定
的
で
あ
る

と
い
う
。
こ
の
双
式
板
碑
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
⑤
・
⑥
が
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
⑥
の
年
号
の
一
部
に
不
明
の
箇
所
が
あ
る
が
、
干
支
な
ど

か
ら
推
考
し
て
「
延
元
元
年
」
は
動
か
し
難
い

。
以
下
、

二
基
を
対
比
す
れ
ば
、

紀
年
銘
の
合
致
。

亡
父
、
亡
母
の
菩
提
を
弔
う
供
養
塔
で
、
願
文
の
内
容
に
共
通
性
が
あ
る
。

草
書
体
の
筆
致
が
似
て
い
る
こ
と
。
特
に
「
者
・
為
・
丙
子
八
月
廿
七
日
・

孝
子
敬
白
」
に
於
て
。

種
子
の
書
体
・
彫
り
が
似
て
い
る
。

上
部
欠
損
の
た
め
⑤
の
種
子
の
縦
は
計
測
出
来
な
い
が
、
横
巾
は
と
も
に
一
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以
上
の
こ
と
か
ら
二
基
は
、
前
記
分
類
の
A
に
該
当
す
る
も
の
と
思
考
す
る
。

①
・
②
は
小
泊
に
於
け
る
最
古
の
板
碑
で
あ
る
。
願
文
は
な
く
造
立
趣
旨
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
同
一
紀
年
を
も
ち
、
種
子
の
書
体
、
彫
り
巾
、
彫

法
な
ど
で
共
通
す
る
点
を
有
し
、
何
れ
も
C
区
に
含
ま
れ
、
大
き
さ
の
上
か
ら
も
二

基
は
近
似
値
を
示
し
、
さ
き
の
分
類
A
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
、
双
式
板

碑
と
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
被
供
養
者
は
同

一
様
式
•
同

一
年
月
日
を

有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
夫
婦
で
あ
る
と
推
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

石
巻
市
狐
崎
ス
ケ
カ
リ
浜
に
、
一
石
の
双
式
板
碑
が
あ
る
。
さ
き
の
服
部
氏
の
分

類
の

B
に
充
当
さ
れ
る
も
の
で
、
画
線
を
引
い
て
二
分
し
、
母
の
た
め
に
阿
弥
陀
三

尊
種
子
を
、
父
の
た
め
に
釈
迦
三
尊
種
子
を
か
か
げ
、
と
も
に
「
元
亨
二
年
壬
戌
二

月
十
五
日
」
(
-
三
二
二
）
の
紀
年
銘
の
あ
る
追
善
供
養
碑
で
あ
る
。
こ
の
様
式
は
、

若
し

一
石
を
二
分
し
て
二
基
と
す
れ
ば
、
全
く
小
泊
の
⑤

・
⑥
と
何
ら
か
わ
る
と
こ

ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
年
代
的
に
も
①
、
②

の
碑
は
狐
崎
の
板
碑
よ
り
三
二
年
先

行
し
、
⑤

•

⑥
の
碑
は
こ
れ
よ
り
十
四
年
お
く
れ
る

。

元
来
、
双
式
板
碑
は
逆
修
碑
の
可
能
性
が
強
い
と
さ
れ
て
き
た
。

（
服
部
氏
同
書
）

そ
の
理
由
を
同
一
様
式
•
同
一
年
月
日
・
ニ
基
連
続
型
に
あ
る
と
し
て
い
る

。

小
泊

の
場
合
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑤
•
⑥
は
、
「
過
去
悲
母
聖
霊
」
「
慈
父
幽
儀
」
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
明
ら
か
に

父
母
の
追
善
供
養
碑
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
紀
年
銘
は
と
も
に
「
延
元
元
年
八

月
廿
七
日
」
と
同
一
年
月
日
と
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
同
一
年
月
日
造
立
の
双
式
板

碑
と
雖
も
必
ず
し
も
逆
修
板
碑
で
な
い
こ
と
を
示
す

一
例
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
狐
崎
板
碑
に
於
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
も
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
⑤
・
⑥
の
「
八
月
廿
七
日
」
は
忌
日
か
、
そ
れ
と
も
供
養
の
日
を
指
す

と
も
に

C
区
に
在
る
こ
と
。

の
か
。
両
親
が
同
じ
日
に
死
亡
す
る
例
は
少
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
何
れ
か
の

忌
日
を
当
て
た
も
の
か
、
ま
た
は
逆
修
の
よ
う
に
単
に
供
養
の
日
を
記
し
た
も
の
か

不
明
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
⑧
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
夫
婦
同
時
供

養
の
思
想
が
双
式
板
碑
を
生
み
、
逆
修
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

双
式
板
碑
を
考
え
る
う
え
で
、
形
態
、
大
き
さ
も
重
要
な
要
素
に
な
る
も
の
と
お

も
う
。
元
来
、

一
石
を
以
て
二
基
の
供
養
碑
を
兼
ね
る
意
か
ら
す
れ
ば
、
別
個
に
建

て
ら
れ
る
二
基
は
、

一
石
を
二
分
し
た
形
態
、
つ
ま
り
、
形
、
大
き
さ
に
於
て
ほ
ぼ

同
じ
よ
う
な
も
の
が
望
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
し
て
夫
婦
の
場
合
、
そ
れ
が

重
要
な
項
目
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
小
泊
の
板
碑
に
つ
い
て
対
比
す
れ
ば

①
・
②
一
三
六
X
三
四
x
三
•
五
―
二
六
x
三
四
x
二
六
（
単
位
セ
ン
チ
）

⑤

・
⑥

―

―

-
X
四

―
X

一
八

――

-
X
四
O

X

一
六
（
単
位
丑ノ
）

自
然
石
を
利
用
す
る
た
め
相
似
の
形
を
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
が
、
大
き
さ
に

於
て
近
似
値
を
保
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

⑤
•

⑥
に
於
て
、
父
母
の
た
め
に

二
基
の
双
式
板
碑
を
建
て
る
風
習
も
、
十
五
年

後
の
観
応
二
年
造
立
の
⑧
で
は
、
一
基
の
な
か
に
「
為
慈
父
悲
母
」
と
し
て
、
三
十

三
年
忌
の
供
養
を
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
に
注
意
し
た
い

。

六
、
文
殊
信
仰
に
つ
い
て

(2
}
 

⑤

の
種
子
は
、
上
方
約
四
分
の

一
を
欠
き
「

4
」
（
大
日
如
来
応
化
身
）
の
可
能

性
も
あ
る
が
、
こ
の
代
、
近
隣
地
域
に
使
用
例
は
な
く
、
志
津
川
町
波
伝
谷
に
、
「
ン
A

種
子
延
文
五
年
庚
子
三
月
日
」
が
あ
り
、
種
子
の
書
体
・
彫
り
が
酷
似
す
る
と
こ
ろ

か
ら
「
ン
A
」
と
解
し
た
。
室
町
期
に
入
る
と
、
文
殊
菩
薩
は
三
七
日
の
供
養
本
尊

と
し
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
南
北
朝
初
期
の
こ
の
代
、
忌
日
供
養
と
し
て
拝
ま

れ
た
と
す
る
確
証
は
な
く
、
事
実
、
長
塩
谷
か
ら
寺
浜
に
至
る
海
岸
一
帯
で
は
小
泊

以
外
使
用
例
を
み
な
い

。
ま
た
、
こ
の
碑
以
前
の
四
基
の
う
ち
三
基
ま
で
が
大
日
如
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一
回
調
査
で
は
こ
の
区
は
調
査
さ
れ
て
い
な
い

。

来
種
子
で
あ
り
、
残
り
の
阿
弥
陀
如
来
も
密
教
系
浄
土
教
の
大
日
如
来
の
化
身
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
、
即
ち
、
四
基
と
も
密
教
の
大
日
如
来
信
仰
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
り
、
⑥
種
子
バ
ン
と
の
関
連
を
考
え
た
場
合
、
天
台
密
教
に
於
け
る
文
殊
信

仰
に
よ
る
も
の
と
し
た
方
が
妥
当
な
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

文
殊
信
仰
は
天
台
座
主
三
世
円
仁
（
慈
覚
大
師
）
に
よ
っ
て
中
国
よ
り
伝
来
さ
れ

た
も
の
と
い
う
。
慈
覚
大
師
は
天
台
密
教
の
教
学
を
確
立
し
た
一
人
で
、
念
仏
浄
土

教
の
根
元
で
あ
る
常
行
三
昧
堂
に
念
仏
門
を
加
え
、
念
仏
法
門
の
弘
宣
に
尽
力
し
、

{
3
)
 

比
叡
山
興
隆
の
基
礎
を
築
い
た
。

当
地
方

一
帯
に
慈
覚
大
師
の
伝
説
・
ロ
伝
が
遺
る
こ
と
と
お
も
い
合
わ
せ
て
興
味

七
、
確
認
地
に
つ
い

て

小
泊
の
板
碑
は
、
調
査
時
点
に
於
て
二
基
を
除
く
そ
の
殆
ど
が
倒
伏
の
状
態
で
確

認
さ
れ
た
。
ま
た
、
小
型
の
石
、
滑
り
易
い
石
も
あ
り
、
加
え
て
傾
斜
地
で
も
あ
っ

て
造
立
原
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

C
区
を
除
く
各
区
は
、
僅
少
な

一
部
を
除
い
て
基
本
的
に
は
大
き
な
移
動
は
無
い
も
の
と
み
て
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て

捉
え
、
A
.
B

.

C

•

D
.
E

の
五
区
に
分
け
て
考
察
し
て
み
た

。

言
昭
和
四
十
七
、
八
年
頃
、
佐
々
木
ふ
か
子
氏
（
地
権
者
孝
志
氏
夫
人
）

に
よ
っ
て
「
全
部
倒
れ
て
い
た
。
露
出
す
る
も
の
も
一
部
あ
っ
た
が
多
く
は
頭
を

出
す
だ
け
で
一

〇
丑
ノ
ぐ
ら
い
土
を
か
ぶ
り
、
木
の
根
が
か
ら
み
合
い
、
そ
の
上
に

木
の
葉
が
積
っ
て
い
た
。
お
こ
し
た
時
、
そ
れ
ら
の
梵
字
の
殆
ど
に
金
箔
が
入
っ

て
い
た
が
、

二
、
三
年
で
消
え
た
。
二
十
基
ぐ
ら
い
あ
っ
た
と
お
も
う
」
と
認
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
九
基
は
第
二
回
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、

第

深
い

。

A
区
は
最
も
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、

や
や
緩
傾
地
で
あ
る
た
め
大
き
な
移
動

は
な
い
も
の
と
見
込
ま
れ
、
も
っ
と
も
結
集
し
た
群
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
基
数
十

八
基
。
そ
の
上
限
は
⑬

・
⑭
応
永
廿
年
(
-
四

一
三
）
で
、
下
限
は
⑳
延
徳
四
年

（一

四
九
二
）
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
は
全
て
無
紀
年
板
碑
で
あ
る
。

鳳

近

世

墓

碑

群

(
D
区
）
と

C
区
と
の
中
間
に
在
っ
て
発
掘
対
象
地
を

含
む
、
比
較
的
広
範
囲
に
散
在
し
、
こ
の
う
ち
、

D
.
1
5
と
G

.
15
を
結
ぶ
線
以

下
に
在
る
も
の
は
、
系
統
的
に

C
区
に
類
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
考
察
上
必
要

が
あ
る
場
合
、
「
'B
群
」
と
呼
称
す
る
。
B
区
の
上
部
は
発
掘
対
象
地
で
、
相
当

の
遺
構
そ
の
他
が
発
見
さ
れ
た
が
、
現
存
す
る
板
碑
の
数
は
少
な
く
、
有
紀
年
板

碑
で
は
⑲
文
明
十
四
年
(
-
四
八
二
）
が
あ
り
、
こ
れ
が
遺
構
の
対
象
に
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
、
僅
か
に
下
っ
て

⑭
•

⑮
が
あ
る
が
紀
年
銘
が
な
い
。

区
の
中
央

部
に
小
さ
な
集
団
が
み
ら
れ
、

I
類
型
が
多
く
年
代
的
に
は
比
較
的
新
し
い
も
の

で
あ
ろ
う
。

応

区
」

三
十
基
。
佐
々
木
孝
志
氏
敷
地
内
に
集
積
さ
れ
て
い
た
も
の
を
指
す
。

昭
和
三
十
一
年
、
所
謂
第
一
回
調
査
に
於
て
高
橋
克
弥
氏
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た

十
六
基
の
う
ち
、
「
海
岸
建
設
記
念
碑
前
」
と
す
る
十
基
が
此
処
に
再
移
動
さ
れ
、

そ
の
ほ
か
宅
地
造
成
に
伴
な
い
出
土
し
た
も
の
、
自
然
崩
落
に
よ
る
も
の
、
佐
々

木
孝
志
氏
宅
も
と
井
戸
附
近
の
も
の
、
佐
々
木
利
春
氏
墓
地
よ
り
移
し
た
二
基
な

ど
を
含
む
。

鳳
近
世
墓
碑
群
（
佐
々
木
孝
志
氏
墓
地
）
を
指
し
、
そ
の
中
に
三
基
の

板
碑
が
混
入
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
⑳
は
隣
接
す
る

B
区
か
ら
の
混
入
が
感
じ
ら

れ
る
。
但
し
、
第

一
回
及
び
第
二
回
調
査
に
於
て
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
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よ
り
早
い
時
期
の
移
入
が
考
え
ら
れ
る
。
⑭
は
未
完
成
品
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
り
、
⑮
は
初
め
か
ら
こ
の
位
置
に
建
っ
て
い
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
移

動
さ
れ
て
き
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
。

有
紀
年
板
碑
二
十
基
を
、
区
別
に
分
類
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

A

区

⑬

応

永

廿

年

⑭

応

永

廿

年

⑳

延

徳

四

年

B
区

⑲

文

明

十

四

年

(B
区

）

③

文

保

元

年

④

正

中

四

年

⑦

貞

和

五

年

c区

①

正

応

三

年

②

正

応
三

年

⑤

延

元

元

年

⑥

延

元

元

年

⑧

観

応

二

年

⑨

応

安

五

年

⑩

永

和

四

年

⑪

応

永

六

年

⑫
応
水
十
六
年

⑬
応
水
廿
五
年

⑯
応
水
廿
九
年
⑱
文
明
八
年

E
区

⑰

享

徳

二

年

こ
れ
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
•
南
北
朝
期
の
も
の
は
全
て
、

C

区
お
よ
び
，
B

区
に
含

ま
れ
、
室
町
期
の
も
の
は

A
.
B
.
C
.
E
各
区
に
分
れ
含
ま
れ
る
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

9B
区
よ
り
下
方
、
即
ち
舌
状
段
丘
部
の
尖
端
部
に
最
も

早
い
時
期
の
造
立
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
も
の
で
、
長
い
間
に
崩
落
・
埋
没
し

た
も
の
が
近
年
の
造
成
な
ど
に
よ
り
出
土
し
た
も
の
と
の
見
解
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
無
紀
年
で
は
あ
る
が
、
⑪
、
⑬
、
⑱
な
ど
早
い
時
期
の
も
の
と
目
さ
れ
る
碑

が
C
区
に
多
い
こ
と
、
同
じ
く
⑭
が
I
B
区
に
在
る
こ
と
な
ど
も
参
考
に
し
た
い

。

八
、
逆
修
碑
と
法
名
に
つ
い
て

逆
修
と
は
、
自
分
の
死
後
の
法
要
を
自
分
で
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
未

鳳
孝
志
氏
）
上
の
崖
上
に
あ
る
逆
修
碑
一
基
の
み
で
あ
る
。

そ
の
他
の
区
域
の
も
の
を
指
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
喜
楽
荘
（
佐
々
木

ろ
う
。

盤
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

来
往
生
を
願
っ
て
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
現
世
安
穏
を
基

い
わ
ゆ
る
現
当
二
世
安
楽
を
祈
願
す
る
気
風
が
逆
修
を
流

行
せ
し
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

⑰
は
、

A

.
B
区
な
ど
板
碑
の
立
つ
段
丘
部
を
東
へ
約
一
五
〇
い
Iv

隔
て
た
断
崖
の

中
腹
、
欅
の
大
き
な
切
り
株
の
根
方
に
海
を
向
い
て
建
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
は

足
下
に
波
が
く
だ
け
、
は
る
か
に
岬
か
ら
大
海
原
が
望
め
る
景
勝
の
地
で
も
あ
る
。

相
川
へ
の
細
い
山
道
が
通
じ
て
い
た
が
、
下
に
新
し
い
道
路
が
出
来
る
と
全
く
顧
み

ら
れ
な
く
な
り
、
ま
た
崖
崩
れ
に
よ
っ
て
碑
の
崩
落
の
危
険
も
加
わ
り
、
佐
々
木
孝

志
氏
ら
に
よ
っ
て
五
冒
ほ
ど
も
担
ぎ
あ
げ
ら
れ
、
現
在
の
と
こ
ろ
に
落
着
い
て
い
る
。

こ
の
碑
は
何
故
、
従
来
の
板
碑
建
立
地
を
離
れ
て
唯
一
基
こ
こ
に
建
て
ら
れ
た
か
。

逆
修
碑
建
立
の
目
的
は
、
後
生
善
処
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ま
ず
、
現
世
の
安
心
幸

福
を
求
め
る
願
望
か
ら
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
生
活
の
安
定
、
健
康
長

寿
こ
そ
が
そ
の
窮
極
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
小
泊
の
人
た
ち
の
生
活
手
段
は
、
地
形
か

ら
推
し
て
も
海
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
沿
岸
の
漁
業
、

海
藻
類
の
採
集
な
ど
に
従
事
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
海
の
幸
の
豊
か
さ
も
大
事
で
は

あ
る
が
、
海
上
の
安
全
無
事
こ
そ
最
も
祈
念
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
願

望
が
、
こ
の
地
を
選
ば
し
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

も
う
―
つ
は
、
結
衆
に
よ
る
造
塔
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
従
来
の
板
碑
は

殆
ど
個
人
に
よ
る
死
者
へ
の
供
養
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
逆
修

碑
は
、
二
十
八
人
と
い
う
多
数
の
人
々
の
意
志
に
よ
り
、
二
世
安
楽
特
に
現
世
利
益

を
主
眼
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
部
落
の
人
々
の
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
団
結
の
象

徴
と
し
て
、
誰
も
が
、
い
つ
で
も
、
何
処
か
ら
で
も
拝
め
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
道
す

じ
で
あ
り
、
海
の
見
え
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
こ
の
場
所
が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
も
あ

隣
部
落
、
相
川
の
お
い
せ
峯
に
は
、
こ
の
碑
の

一
年
前
の
建
立
で
あ
る
十
六
仏
を
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か
か
げ
た
宝
徳
四
年
(
-
四
五
二
）
の
妙
善
逆
修
碑
が
あ
り
、
同
じ
く
相
川
に
、
三

面
に
六
地
蔵
を
線
刻
し
た
喜
山
恵
光
逆
修
と
す
る
文
禄
三
年
(
-
五
九
四
）
碑
が
、

小
高
い
丘
の
上
に
海
を
見
下
ろ
し
て
立
っ
て
い
る
。
こ
の
碑
よ
り
百
四
十
年
ほ
ど
お

く
れ
る
。
相
川
に
は
こ
の
ほ
か
無
紀
年
逆
修
碑
が
二
基
た
つ

。

こ
の
結
衆
二
十
八
人
の
法
名
の
な
か
で
、
同

一
法
名
が
他
の
板
碑
に
あ
ら
わ
れ
る

の
は
「
道
性
」
と
「
妙
海
」
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。
⑱
は
道
性
禅
門
の
た
め
に
孝
子

が
立
て
た
供
養
碑
で
あ
る
。
こ
の
「
道
性
禅
門
」
が
、
逆
修
碑
の
道
性
（
二
人
い
る
）

の
ど
ち
ら
か
と
同

一
人
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、

⑬
道
性
禅
門
の
死
亡
は
、
逆
修
造
塔

以
後
、
享
徳
二
年
二
月
彼
岸
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
⑮
妙
海
禅
尼
は
小
型
で
無

紀
年
で
あ
る
。
同
じ
く
結
衆
の
な
か
の
「
妙
海
」
と
同

一
人
か
を
決
定
す
る
資
料
は

な
い
が
、
確
認
地
が

B
区
で
、
附
近
に
「

I
類
型
」
の
使
用
例
が
多
く
種
子
の
書
体
・

彫
り
、
法
名
な
ど
か
ら
推
し
て
逆
修
碑
造
立
以
降
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
も
の
と

お
も
う
。

こ
の
結
衆
の
な
か
で
、
「
道
性
」
と
す
る
も
の
が
二
つ
並
ぶ
こ
と
は
、
二
人
の
道

性
が
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
同
時
代
の
同
集
団
内
で
同
法
名
を
異
な
る
二
人
に
附
し

た
実
例
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

逆
修
碑
以
外
の
板
碑
に
あ
ら
わ
れ
た
法
名
に
つ
い
て
、
禅
門
と
す
る
も
の
を
列
記

す
る
と
、
道
春
・
道
徳
・
道
明
・
道
泉
・
道
称
・
道
西
・
道
性
が
あ
り
、
禅
尼
と
す

る
も
の
は
、
妙
金
・
妙
海
・
妙
祐
•
妙
仙
•
妙
底
•
妙
讃
•
静
称
が
あ
る
。

と
こ
ろ

で
「
禅
門
」
と
は
、
仏
門
に
帰
依
し
た
男
性
の
法
名
の
下
に
つ
け
ら
れ
る
尊
称
で
、

女
性
の
場
合
「
禅
尼
」
と
な
る
。
即
ち
、
「
道
」
を
冠
す
る
も
の
は
男
性
に
、
「
妙
」

を
冠
す
る
も
の
は
女
性
に
多
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
小
泊
の
場
合
、
た
だ
禅
門

と
す
る
も
の
を
含
め
て
、
男
性
法
名
十
三
、
ほ
か
に
「
慈
父
」
と
す
る
も
の
(
-
基

に
慈
父
・
悲
母
と
す
る
も
の
は
二
基
に
）
三
を
加
え
て
、
男
性
の
た
め
の
造
塔
十
六

基
、
女
性
法
名
十
四
に
悲
母
と
す
る
も
の
二
を
加
え
、
同
じ
く
十
六
基
と
な
る
。

逆
修
碑
の
結
衆
に
つ
い
て
男
女
別
を
み
る
と
「
妙
」
を
附
す
も
の
十
人
で
「
道
」

を
附
す
も
の
十

一
人
、
ほ
か
判
別
し
難
い
も
の
が
七
人
。

こ
れ
ら
の
人
々
は
す
べ
て
小
泊
に
居
住
し
て
い
た
も
の
か
、
或
い
は
近
接
部
落
に

住
み
、
結
衆
に
参
加
し
た
だ
け
の
人
た
ち
も
入
る
の
か
、
現
段
階
で
は
定
か
で
な
い

。

こ
の
逆
修
碑
は
、
こ
れ
ま
で
の
小
泊
に
於
け
る
板
碑
感
覚
を
全
く
離
れ
た
も
の
で
、

多
数
の
人
々
に
よ
る
共
同
祈
願
で
あ
り
、
仏
道
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
り
法
名
を
い

た
だ
き
、
そ
の
功
徳
と
し
て
の
現
世
の
安
穏
•
幸
福
が
得
ら
れ
る
と
い
う
新
し
い
形

で
、
し
か
も
自
由
に
参
り
、
拝
む
こ
と
の
出
来
る
場
所
、
働
き
な
が
ら
も
拝
め
る
場

所
へ
の
造
立
が
な
さ
れ
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
庶
民
的
な
信
仰
形
態
と
い
え
る
。

九
、
無
紀
年
板
碑
に
つ
い
て

今
回
の
発
掘
調
査
に
於
て
確
認
さ
れ
た
板
碑
の
総
基
数
七
十
六
基
の
う
ち
、
約
三

分
の
二
以
上
に
相
当
す
る
五
十
六
基
が
紀
年
銘
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
無
紀
年
碑
の
な
か
に
は
、
種
子
・
彫
り
か
ら
判
断
し
て
、
鎌
倉
末
期
乃
至

南
北
朝
初
め
に
か
け
て
の
所
謂
造
立
初
期
に
類
す
る
と
お
も
わ
れ
る
も
の
も
み
ら
れ
、

ま
た
銘
文
の
内
容
か
ら
、
信
仰
形
態
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
も
の

も
あ
り
、
無
紀
年
と
雖
も
等
閑
に
附
す
こ
と
な
く
、
今
後
の
研
究
資
料
の

一
助
に
加

え
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

何
故
に
紀
年
銘
を
附
さ
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
は
お
も
わ
れ

る
が
、

一
般
的
に
は
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、

室
町
期
以
降
と
お
も
わ
れ
る
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
、
も
っ
と
も
造
塔
の
盛
ん
な
時

期
で
あ
り
、
省
略
化
が
始
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
か
に
は
造
立
初

期
と
目
さ
れ
る
数
基
も
含
ま
れ
て
い
る
。
丁
重
な
供
養
が
行
な
わ
れ
た
筈
の
当
時
に

於
て
、
な
お
か
つ
紀
年
銘
を
附
さ
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
単
な
る
省
略
と
ば
か

り
は
い
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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紀
年
と
同
様
の
間
題
と
し
て
、

⑬

・
＠
の
よ
う
に
単
に
「
禅
門
」
と
の
み
し
法
名

を
附
さ
な
い
も
の
も
あ
る
。
仏
式
で
葬
送
が
営
ま
れ
る
以
上
、
法
名
は
必
ず
附
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
い
こ
と
は
、
法
名
を
刻
ま
な
か
っ
た
も
の
か
、
法

名
を
貰
え
な
か
っ
た
も
の
か
。
後
者
の
場
合
、
寒
村
の
小
寺
に
於
て
は
、
し
ば
し
ば

住
職
無
住
の
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
こ
れ
と
関
連
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
多
数
の
板
碑
に
混
っ
て
、
確
認
の
た
め
運
び
こ
ま
れ
た
数
個
の
石
は
、

台
石
や
前
石
と
も
異
な
り
、
明
ら
か
に
板
碑
に
ふ
さ
わ
し
い
形
・
大
き
さ
を
と
り
な

が
ら
何
ら
文
字
の
痕
跡
を
認
め
ら
れ
ず
、
調
査
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
例
も
あ
る
。

以
上

一
連
の
問
題
点
は
、
現
時
点
に
於
て
、
碑
面
上
に
確
認
し
得
る
文
字
の
無
い

こ
と
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
板
碑
の
文
字
は
「
彫
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
前
提
の
も

と
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
仮
に
、
こ
れ
を
他
の
表
示
法
、
た
と
え
ば
、

う
る
し
書
き
、
ま
た
は
墨
書
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
長
年
月
、
雨

露
に
さ
ら
さ
れ
て
消
失
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
泊
の

場
合
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
手
法
が
採
用
さ
れ
た
も
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
が
、
宮
城
い
し
ぶ
み
会
『
松
島
の
板
碑
と
歴
史
』
は
、
「
墨
書
板
碑
」
と
し

て
次
の
よ
う
な
報
告
を
し
て
い
る
。
（
要
点
の
み
）

『
碑
面
に
は
「
為
也
」
と
そ
の
右
脇
に
「
敬
白
」
の
四
字
が
（
墨
書
で
）
達
筆
な

書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
彫
刻
の
代
用
と
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
彫

刻
す
る
前
段
階
の
作
業
工
程
の
―
つ
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
』
。
東
北
で
は
昭
和
五

十
三
年
度
調
査
に
よ
る
福
島
県
籾
山
遺
跡
の
出
土
例
が
あ
る
。

(6
)
・(
7
)

十
、
高
橋
克
弥
氏
及
び
舘
田
・
西
條
両
氏
調
査
資
料
に
つ
い
て

昭
和
三
十
一
年
、
当
時
、
北
上
村
相
川
中
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
高
橋
克
弥
氏
が
、

「
桃
生
郡
北
上
村
（
旧
十
三
浜
村
）
の
う
ち
北
部
に
所
在
す
る
古
碑
に
つ
い
て
」
と

い
う
調
査
報
告
書
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
上
町
在
住
の
舘
田
虎
弥
太
、
西
條

久
雄
の
両
氏
が
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
四
十
六
年
に
か
け
て
、
当
地
区
の
板
碑
の
調

査
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
の

二
回
の
調
査
資
料
と
、
今
回
の
調
査
を
対
比
し
て
若
干
述
べ
て
み
た
い

。

小
泊
に
於
け
る
第
一
回
調
査
の
区
域
は
、
海
岸
津
波
記
念
碑
前
、
佐
々
木
市
三
郎

氏
宅
後
の
山
、
佐
々
木
峻
氏
（
実
は
孝
志
）
宅
井
戸
脇
の

三
箇
所
と
な
っ
て
い
る
。

調
査
基
数
は
十
六
、
こ
れ
ら
は
全
て
第
二
回
調
査
に
よ
っ
て
同
じ
場
所
で
確
認
さ
れ

て
い
る
。

第
二
回
調
査
は
、
県
道
津
波
記
念
碑
前
、
佐
々
木
孝
志
氏
宅
裏
山
及
び
井
戸
脇
、

佐
々
木
清
孝
氏
裏
山
、
佐
々
木
孝
志
氏
宅
地
内
東
前
方
崖
に
於
て
行
な
わ
れ
た
。
確

認
基
数
三
十
三。

第

一
回
と
第
二
回
の
調
査
対
象
区
域
を
対
比
す
る
と
、

A
.
「
海
岸
津
波
記
念
碑
前
」
と
「
県
道
津
波
碑
記
念
碑
前
」
は
同
一
場
所
の
異
称
。

B
.

「
佐
々
木
市
三
郎
氏
宅
後
の
山
」
は
「
佐
々
木
孝
志
宅
裏
山
」
。
「
佐
々
木
清

孝
氏
裏
山
」
と
表
現
が
変
わ
る
が
、
同
一
区
域
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

C
.

「
佐
々
木
孝
志
宅
井
戸
脇
」
は
同
じ
。

D
．
⑰
の
所
在
地
を
第
一
回
調
査
で
は
「
所
在
・
出
土
、
右
に
同
じ
」
と
し
て
、

「
海
岸
津
波
記
念
碑
前
に
あ
り
、
佐
々
木
峻
氏
所
持
地
よ
り
出
土
」
を
示
し

て
い
る
が
、
第
二
回
調
査
で
は
現
在
地
を
記
し
て
い
る
。
佐
々
木
孝
志
氏
に

よ
れ
ば
第

一
回
調
査
の
記
録
が
誤
り
で
あ
る
と
の
証
言
を
得
た
。

こ
れ
ら
の
板
碑
は
今
回
の
調
査
で
は
、

A
、
の
板
碑
は
そ
の
後
、
佐
々
木
孝
志
氏

宅
裏
へ
集
積
さ
れ
た
が
、
今
回
、

C
区
と
し
て
調
査
さ
れ
、

B
、
の
も
の
は
、

A
.

B
•
D

区
内
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、

C
、
は
移
動
さ
れ
て

C
区
の
な
か
に
現
存
し
、

D
、
は

E
区
と
し
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
第
二
回
調
査
で
確
認
さ
れ
た
板
碑
の
う
ち
、
六
基
が
遂
に
発
見
さ
れ
る
こ

と
な
く
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
全
容
次
の
と
お
り
。
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こ
の
う
ち
、
（
失
ー

4
.
5
.
6
)
は
、
第
一
回
で
は
調
査
さ
れ
て
い
な
い

。
ま
た
、

第
二
回
調
査
の
際
、
連
続
番
号
、

16
、
17
、
18
、
を
附
し
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
近
接

区
域
に
所
在
し
た
も
の
と
も
受
け
と
れ
る
。

第
二
回
調
査
以
後
、
移
動
が
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、

⑫
（
応
水
十
六
年
）
は
、
第
二
回
で
「
孝
志
氏
裏
山
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
今

回、

C
区
内
で
確
認
さ
れ
た
。
滑
落
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑭

「
孝
志
氏
宅
井
戸
脇
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
が

C
区
に
含
ま
れ
て
い
た
。
人
為

的
に
移
動
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
「
孝
志
氏
裏
山
」
と
す
る
も
の
は
、
今
回
の

A

.
B
.
D
区
に
ま
た
が
り
、

そ
の
間
の
移
動
に
つ
い
て
は
審
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

註第一回‘第二回のNOは調査当時の知を示す。

失 失 失 失 失 失 No. 
6 5 4 3 2 1 

.fl 弁：
道

i 尼
妙 万 妙

旦泉 高 泉 ロ

i 
同 同 同 同

氏佐

悶同 々

右 右 右 右 右 地

調第
No.44 No.43 No.39 

査回

調第
No.18 No.17 No.16 No. 8 二

査回

44 59 54 46 53 56 
法X X X X X X 

18 25 14 18 11 18 
X X X X X X 量
5 5 10 6 10 5 

同

大

室

北
上
町
長
塩
谷

た
こ
と
は
大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
。

⑰
、
⑪
、
⑮
に
つ
い
て
第
一

回
調
査
は
、
そ
の
所
在
地
を
「
佐
々
木
市
三
郎
氏
宅

後
の
山
出
土
、
海
岸
津
波
記
念
碑
前
に
あ
り
」
と
し
て
い
る
。
「
市
三
郎
氏
宅
後
山
」

に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、

A
.
B
.
D
区
を
包
含
す
る
も
の
で
、
そ
の

何
れ
の
区
に
属
し
た
も
の
か
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
出
土
地
が
判
明
し
て
い
る
以

上
、
そ
れ
程
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
崩
落
し
た
も
の
が
記
念
碑
前
に
運
ば

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

行
衛
不
明
の
六
基
は
、
何
れ
も
高
さ
が
四
四
ー
五
九
丑ノ
と
小
型
且
つ
軽
量
で
、
持

運
び
が
簡
単
な
こ
と
か
ら
、
別
途
利
用
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
も
の
と
お

も
わ
れ
る
。

第
一
回
調
査
に
於
て
は
A
区
は
全
く
調
査
さ
れ
て
お
ら
ず
、

B
区
の
多
く
も
対
象

と
さ
れ
な
か

っ
た
。
第
二
回
調
査
が
昭
和
四
十
五
年
に
行
な
わ
れ
、
佐
々
木
ふ
か
子

氏
が
A
区
の
板
碑
の
存
在
に
気
が
付
い
た
の
は
昭
和
四
十
七
年
ご
ろ
と
い
わ
れ
る
か

ら
、
第
一
回
調
査
の
昭
和
三
十
年
ご
ろ
の
段
階
で
は
、
部
落
の
人
た
ち
に
も
意
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い

。

以
上
の

二
回
の
調
査
に
よ
り
、
紛
失
板
碑
の
存
在
を
知
り
、
旧
所
在
地
を
知
り
得

十
一

、
周
辺
地
域
と
の
比
較

小
泊
有
紀
年
板
碑
は
正
応
三
年

（

ニ

―九

0
)
を
上
限
と
し
、
延
徳
四
年
(
-
四

九
二）

を
下
限
と
す
る
二
百
二
年
間
に
亘
っ
て
、
二
十
基
の
造
塔
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
れ
を
近
隣
に
比
較
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（表

II参
照
）

貞
治
二
年
(
-
三
六
三
）
よ
り
永
享
七
年
(
-
四
三
五
）
ま
で
、

約
七
十
年
間
に
二
十
六
基
。

（但
し
、
天
文
十
七
年
碑
は
特
異
と
し
て
除
く
）

延
文
三
年
(
-
三
五
八
）

よ
り
永
和
三
年
(
-
三
七
七
）
ま
で
、
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種

子

ア

弘

安

六

年

(

―

二

八

三

）

正

安

元

年

(

―
二
九
九
）

が
あ
り
、
小
泊
の
、
ア
・
バ
ン
・
バ
ン
・
キ
リ
ー
ク
種
子
と
同
じ
く
、
と
も
に
大
日

如
来
を
主
体
と
す
る
密
教
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

南
北
朝
期
に
入
る
と
、
大
日
如
来
に
加
え
て
阿
弥
陀
如
来
が
多
く
な
る
。
貞
和
代

よ
り
地
蔵
種
子
を
附
す
も
の
が
目
立
ち
、
波
伝
谷
一
、
寺
浜
二
、
大
指
四
、
相
川
二
、

大
室

一
、
長
塩
谷

一
、
小
泊

一
と
十
二
基
に
達
す
る
造
立
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（但

し
大
指
の

一
基
は
種
子
不
明
で
あ
る
が
、
小
泊
と
同
じ
「
造
作
五
逆
罪
」
の
低
を
か

か
げ
、
同
じ
永
和
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
小
泊
の
種
子
「
力
」
に
準
じ
て
加
え
た
）

。

特
に
永
和
代
に
は
寺
浜
一
、
大
指
一
、
大
室
一
、
小
泊

一
と
各
浜
ご
と
に
陸
続
と
造

種
子
ア

種
子
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
先
ず
、
鎌
倉
期
の
も
の
が
波
伝
谷
に

と
す
る
近
隣
浜
々
の
な
か
で
特
出
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ヶ
‘
ヶ

ノゞ

ン
サ

応
永
十
三

年

(
-
四
0
六

寺
浜

キ
リ
ー
ク

長
塩
谷

同

波
伝
谷

志
津
川
町
寺
浜

ま
で
、
約
七
十
年
間
に
十
三
基
。

同

大

指

同

相
川

約
百
年
間
に
十

一
基
。

貞
和
三
年
(
-
三
四
七
）

嘉
暦
三
年
(
-
三
二
八
）

約
二
十
年
間
に
五
基
。

約
二
十
年
間
に
五
基
。

よ
り
宝
徳
四
年

(-
四
五
三）

ま
で
、

よ
り
観
応
二
年

(
-
三
五
一
）

ま
で
、

（
但
し
、
大
室
•
相
川
・
大
指
は
一
部
に
於
て
調
査
未
済
）

康
永
四
年
(
-
三
四
五
）

弘
安
六
年

(
―
二
八
三
）

約
百
十
年
間
に
十
基
。

よ
り
応
水
二
十
二
年
(
-
四

一
五）

よ
り
応
水
四
年

(
-
三
九
七
）

ま
で
、

右
に
よ
れ
ば
小
泊
は
、
波
伝
谷
よ
り
七
年
お
く
れ
て
造
塔
が
始
ま
る
が
、
終
末
は

約
百
年
も
お
そ
く
、
そ
の
間
、
約
二
百
年
の
長
期
に
亘
り
、
二
十
年
な
い
し
百
十
年

立
さ
れ
、
さ
ら
に
永
徳
・
康
応
と
つ
づ
く
。
永
和
代
に
は
す
で
に
、
三
十
五
日
忌
供

養
本
尊
と
し
て
の
請
来
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
だ
が
、
地
蔵
に
対
す
る
特

別
な
信
仰
が
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
も
否
め
ま
い
。
と
も
あ
れ
傾
向
と
し
て
、
小
泊
に

特
出
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い

。

室
町
期
で
は
、
十
三
仏
信
仰
が
定
着
し
た
感
が
あ
り
、
そ
の
供
養
本
尊
と
し
て
の

諸
仏

•

諸
菩
薩
の
出
現
で
多
様
化
す
る
傾
向
は
各
浜
共
通
で
あ
る

。

侶
の
主
な
る
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
「
造
作
五
逆
罪
」
は
、
長
塩
谷

•

永
享
五

年

(
-
四
三
三
）
、
志
津
川
町
大
舟
宝
徳
三
年
(
-
四
五

二）

が
あ
り
、
何
れ
も
種

子
を
「
力
」
と
す
る
と
こ
ろ
は
小
泊
と
同
じ
で
あ
る
が
、
小
泊
が
最
も
早
く
、
ほ
か

に
、
大
指
（
種
子
不
明
）
に
永
和
代
の
も
の
が
あ
る
。

「
是
法
平
等
•
無
有
高
下
」
金
剛
般
若
経
を
出
典
と
す
る
こ
の
侶
は
、

ン

応
永
二
十
年
(
-
四

一
三）

応
永
十

一
年

(

-
四
0
四
）

文

口

五

（

不

明

が
あ
り
、
小
泊
の
も
の
は
「
平
等
」
が
な
く
、
無
紀
年
で
あ
る
。
海
岸
部
で
あ
る
長

塩
谷
・

寺
浜
に
応
永
代
の
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
小
泊
の
も
の
に
つ
い
て
も
同
年

代
に
相
当
す
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
傷
に
つ
い
て
は
、
近
隣
地
区
と
極
端
な
差
異
は
認
め
ら
れ
ず
、
五

大
種
子
・
真
言
に
つ
い
て
も
特
に
記
す
べ
き
も
の
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い

。

長
塩
谷
に
、
孝
子
に
か
え
て
「
教
子
」
と
す
る
も
の
、
永
享
ニ
・
三

•
四
•
五
・

七
年
と
使
用
例
が
あ
り
、
ま
た
、
「
今
月
日
」
と
す
る
も
の
が
永
享
五
•
六
•
七
年

に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
小
泊
•
大
室
・
大
指
•
相
川
・
寺
浜
・
波
伝
谷
に
は
使
用
例

は
な
く
、
長
塩
谷
独
得
の
も
の
で
、
こ
の
こ
と
は
永
享
年
代
、
長
塩
谷
に
か
ぎ
る

（少

な
く
と
も
北
部
浜
々
と
関
係
な
い
）
指
導
者

（僧
侶
）
が
い
た
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
永
享
二

i
七
年
(
-
四
三

o
i
三
五
）
に
十
一
基
の
供
養
碑
が
建
ち
、
特

に
高
い
密
度
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
な
か
に
「
了
覚
禅
門
」
の
た
め
の
も
の
五
基
（
同

五
•
六
•
七
年
）
、
佳
仙
禅
門
の
も
の
二
基
（
同
四
•
五
年
）
、
妙
月
禅
尼
、
三
基
（
同

五
•
六
•
七
年
）
で
何
れ
も
死
亡
年
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
単
に
死
亡

者
の
多
少
の
み
が
造
立
数
を
左
右
す
る
も
の
で
な
く
、
時
の
僧
侶
の
指
導
勧
奨
に
よ

り
大
い
に
供
養
仏
事
の
気
運
を
た
か
め
造
立
に
至
ら
し
め
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、

こ
の
あ
と
、
永
享
七
年
を
最
後
に
忽
然
と
消
滅
す
る
。
こ
の
急
激
な
経
焉
は
、
こ
れ

迄
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
造
立
思
想
の
退
廃
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
指
導
者

た
る
僧
侶
の
退
居
に
よ
り
無
住
寺
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
ほ
か
、

る
も
の
と
思
考
す
る
の
で
あ
る
。

一
三
六
三
ー
一
三
七
四

（
貞
治

i
応
安
）
、

一
三
九

O
i
―
四
一

三
（
明
徳

i
応
永
）
と
年
代
的
に
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ク
を
形
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も

僧
侶
の
在
否
に
基
づ
く
と
の
判
断
も
可
能
と
な
ろ
う
。

長
塩
谷
の
場
合
、
有
紀
年
板
碑
が
全
基
の
約
半
数
に
及
び
、
対
比
分
析
が
容
易
で

あ
る
こ
と
か
ら
―
つ
の
考
察
を
試
み
、
そ
の
試
論
が
小
泊
板
碑
に
つ
い
て
も
通
用
す

板
碑
の
材
質
・
形
・
大
き
さ
に
つ
い
て
も
周
辺
地
域
と
の
格
別
の
差
異
は
認
め
ら

れ
な
い
。
地
質
・
自
然
環
境
を
同
じ
く
す
る
こ
と
か
ら
当
然
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ

、つ
以
上
の
こ
と
か
ら
波
伝
谷
以
南
、
長
塩
谷
に
至
る
海
岸
部
一
帯
は
、
板
碑
に
関
す

る
限
り
、
概
ね
、
同
一
文
化
圏
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
泊
も
そ
の
な
か
に
包

含
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

終
り
に
二
、
三
附
記
し
た
い
。

金
箔
を
附
す
も
の
に
◎
が
あ
る
。
無
紀
年
だ
が
室
町
と
推
定
さ
れ
、
種
子
サ
ク
の

陰
刻
部
全
体
に
金
箔
を
施
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
剥
げ
落
ち
て

い
る
。
⑪
は

B
区
に
あ
り
、
種
子
の
み
で
紀
年

・
願
文
・
法
名
も
な
く
、
七
九

x
三

五丑
ノと
小
型
で
あ
る
。
即
ち
、
簡
略
化
さ
れ
た
板
碑
、
信
仰
衰
微
期
の
板
碑
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
金
箔
荘
厳
を
施
し
て
い
る
事
実
に
注
目
し
た
い

。
ま

た
こ
の
金
箔
は
、
十
日
ほ
ど
で
大
半
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
極

く
微
細
で
は
あ
る
が
金
箔
の
あ
と
を
残
す
も
の
が
二
基
あ
っ
た
こ
と
と
、
佐
々
木
ふ

か
子
氏
が
昭
和
四
十
七
年
頃
、
A
区
の
埋
れ
て
い
た
板
碑
を
引
き
お
こ
し
た
際
、
殆

ど
の
碑
の
種
子
に
金
箔
が
施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
A
区
は
殆
ど
室
町
期
と
推
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
板
碑
は
金
箔
荘
厳
す
る
こ
と
が
一
般
化

し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
金
箔
は
、
二
、
三
年
で
消
え
て
し
ま
っ
た

゜
、つ
ヽ

と
し第

一
•
第
二
回
調
査
に
於
て
確
認
さ
れ
な
が
ら
、
今
回
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
板
碑

（失
l
)

に
は
「
道
籠
上
座
」
の
僧
侶
名
が
入
っ
て
い
る
。
上
座
と
は
、
禅
宗
で
、

修
行
中
の
僧
に
附
さ
れ
る
も
の
。
小
型
の
石
（
五
六

x
一
八
X
五
丑／
）
で
形
も
不
整

で
あ
り
、
記
録
に
よ
る
の
み
な
の
で
推
量
の
域
を
出
な
い
が
、
お
そ
ら
く
室
町
中
期

以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

僧
侶
の
供
養
碑
が
こ
の
地
に
建
つ
こ
と
は
（
種
子
か
ら
百
ケ
日
供
養
か
）
こ
の
地

に
庵
も
し
く
は
寺
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
々
木
孝

志
氏
談
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
氏
の
敷
地
内
に
、
昔
、
尼
寺
が
あ
っ
た
と
の
口
伝
が
伝

わ
っ
て
お
り
、
庭
先
に
樹
齢
五
百
年
以
上
と
い
わ
れ
る
梅
の
古
木
が
あ
る
こ
と
、

B

区
に
直
径
二
ぃIO
ほ
ど
の
大
欅
の
根
株
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
九
十
基
に
近
い
板
碑
群

が
建
つ
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
あ
な
が
ち
虚
説
と
ば
か
り
云
え
な
い
点
も

あ
り
、
今
後
の
解
明
に
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

板
碑
の
通
念
か
ら
見
て
、
小
泊
板
碑
の
特
徴
は
次
の
と
お
り
。

天
蓋

•
花
瓶
・
蓮
座
を
伴
う
も
の
が
な
い
こ
と
。
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て
い
る
。

三
尊
形
式
•
名
号
・
題
目
板
碑
の
な
い
こ
と
。

光
明
真
―
―
―
口
を
附
す
も
の
が
な
い
こ
と
。

個
人
の
逆
修
と
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
。

褐
を
附
す
も
の
が
五
基
と
少
な
い
こ
と
。

十
二
、
ま
と
め

小
泊
に
於
け
る
板
碑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
要
を
以
上
の
如
く
述
べ
て
き
た
が
、

こ
れ
を
箇
条
的
に
要
約
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
、
確
認
基
数
七
六
基
の
う
ち
紀
年
名
を
有
す
る
も
の
二

0
基
、
そ
の
上
限
は
正

応
三
年
(
―
二
九

0
)
、
下
限
は
延
徳
四
年
(
-
四
九
二
）
で
、
そ
の
間
二

O

二
年
で
あ
る
。

2

、
素
材
は
粘
板
岩
及
び
砂
岩
の
自
然
石
を
用
い
、
主
と
し
て
附
近
の
沢
•
山
麓
•

海
岸
か
ら
採
集
さ
れ
、
そ
の
大
き
さ
は
、
造
立
初
期
（
鎌
倉
期
）
の
も
の
は
比

較
的
大
型
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
小
型
化
の
傾
向
を
示
し

3
、
種
子
は
、
南
北
朝
期
頃
ま
で
は
密
教
色
が
強
く
、
室
町
期
に
入
る
と
年
忌
供

養
仏
が
殆
ど
を
占
め
、
十
三
仏
信
仰
が
定
着
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

4
、
双
式
板
碑
が
造
立
初
期
に
二
例
み
ら
れ
、
ま
た
、
石
巻
市
狐
崎
の
双
式
碑
の

存
在
と
合
わ
せ
、
南
三
陸
海
岸
一
帯
に
、
今
後
さ
ら
に
同
形
式
板
碑
の
発
見
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

5
、
文
殊
信
仰
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
一
基
あ
り
、
志
津
川
町
波
伝
谷
の
同
式
碑

と
合
わ
せ
、
当
該
碑
の
時
期
に
天
台
密
教
が
こ
の
地
に
入
っ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。

6
、
板
碑
造
立
は
、
先
ず
舌
状
段
丘
部
下
端
に
は
じ
ま
り
、
逐
次
、
段
丘
上
方
部

絵
像
が
な
い
も
の
。

7
 

6
 
5
 
4
 
3
 
2
 

舘
田
虎
弥
太
•
西
條
久
雄
「
調
査
資
料
」
•
昭
和
四
十
五
·
六
年

つ
い
て
」
•
昭
和
三
十

一
年

河
北
地
区
教
委
「
長
塩
谷
の
板
碑
群
調
査
報
告
書
」
•
昭
和
五
十
八
年
・
松
弘

堂

高
橋
克
弥
「
桃
生
郡
北
上
村
（
旧
十
三
浜
村
）
の
う
ち
北
部
に
所
在
す
る
古
碑
に

佐
藤
正
助
「
旭
ケ
浦
物
語
」

・
昭
和
六
十
年
・
N
S
K
地
方
出
版
社

佐
和
隆
研
「
密
教
辞
典
」
•
昭
和
五
十
六
年
・
法
蔵
館

司
東
真
雄
「
梵
字
教
本
」

服
部
清
道
「
板
碑
概
説
」
・
昭
和
五
十
二
年
・
角
川
書
店

註

釈

へ
移
行
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

7
、
享
徳
二
年
逆
修
碑
の
前
後
約
五

0
年
の
空
白
は
、
長
塩
谷
板
碑
に
於
け
る
永

享
代
の
事
例
に
照
ら
し
、
僧
侶
無
住
に
起
因
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
当
逆
修
結

衆
碑
は
、
新
し
い
僧
侶
の
指
導
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。

8
、
周
辺
地
域
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
小
泊
が
最
も
長
い
造
立
期
間
を
有
し
、

種
子
の
彫
法
・
材
使
選
択
に
つ
い
て
は
、
北
上
川
流
域
部
と
異
質
で
あ
り
、
追

波
河
口
以
東
海
岸
部
に
共
通
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
。

9
、
金
箔
を
附
す
例
は
、
周
辺
で
は
長
塩
谷
・
東
福
田
な
ど
に
も
み
ら
れ
、
県
内

で
知
ら
れ
て
い
る
埋
没
板
碑
の
多
く
に
も
金
箔
の
附
さ
れ
た
例
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
当
該
荘
厳
手
法
は
、
可
成
り
一
般
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。

（
勝
倉
元
吉
郎
）
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①
有
紀
年
板
碑

（表
I
)
小
泊
中
世
板
碑
一
覧
表

計
測
最
大
値
(cm)

託
No. 
西
暦
紀
年
銘
種
子
イ
易
又
は
真
言

願
文

品
巾
厚
石
質

形
状
旧
No.
備

考

①
 
1290 
正
応
三
十
年
月
廿
五△
H
 
祢

136 
34 
3.5
 粘
板
岩
C
 
III 
35 

②
 
1290 
正
応
三
十年
月
廿
五
H
刃

126 
34 
26 
粘
板
岩
C
 
III 
74 

③
 
13
17
 
文
保
元
年

97
 28.5 
10 
砂
岩
B' 
II 
58 
（穿
孔
貝
痕
あり
）

十
一
月
十
五
日

④
 
1325 
正
中
二
年

102 
17
 11. 5
 砂
岩
B
'
 
III 
52 

四
月
九
日

⑤
 
1336 
延
元
元
年
丙
子甘
it 

右
聖
霊
志
者乃
為
至
法過
去
界
衆
悲
母生
也
111 
4
1
 
18
 粘
板
岩
C
 
III 
40 
瓢

八
月
七
H

⑥
 
1336 
延
亡
コ
八
丙
月
子
廿
七
日

右幽儀志者平為等
利慈益父
也

111 
40 
16
 砂
岩
C
 
III 
27 
瓢

⑦
 
1349 

貞
和
五
年
十
巳
丑
祢

133 
25
.5
 10.
5
 粘
板
岩
B
'
 
III 
18
 
霊胃

月
十
五
日

⑧
 
1351 
観
応
二
年

右
去
志
慈
者
父
為
悲
母

年
llO 
28 
13
 砂
岩
C
 
III 
28 
瓢

十
月
十
一
日

⑨
 
1372 
応
安
五
年
壬
子
祢

十皆是方
三阿
世
弥
仏陀
（
中
略
）

101 
18.5
 
17
 砂
岩
C
 
III 
73 

二
月
十
四
日

⑩
 
1378 
永
和
四
年
（
 

決
造
作
定
五
代
逆
受
苦罪
（
中
略
）

三
十（欠（五）
）カ
64 
30 
8.5 
粘
板
岩
C
 
III 
22 

（
下
半
欠
）

欠）
敬
（
欠
）

⑪
 
1399 
応
永
六
年

（三
十
）
カ
100 
27 
14
 砂
岩
C
 
III 
23 
敬
白

十
一
月
甘
七
日

五
日

⑫
 
1409 
応
永
十
六
年
弁
：

89 
27 
9
 粘
板
岩
C
 
III 
43 

四
月
日

⑬
 
1413 
応
永
甘
年

右
志
趣
者

90 
6
.5
 10.
5
 粘
板
岩
A
 
III 
83 

（断
碑
）

十
月
日

⑭
 
1413 
応
永
甘
年

刃刃
tt 

95 
34 
8
 粘
板
岩
A
 
III 
7
 

十
月
日

⑮
 
14
18
 
応
永
甘
五
年十

刃刃麦i
 呑

66 
28 
6
 粘
板
岩
C
 
III 
66 

月
H

⑯
 
1422 
応
永
甘
九
年十
急
刃刃麦i
 各

禅
門
102 
24 
14.5
 粘
板
岩
C
 
III 
39 

月
日

⑰
 
1453 
享
徳
二
天
⑳
)
 

逆修
一
結衆（誓）

11
6
 36
.5
 20
.5 
粘
板
岩
E
 
III 
77
 
（
甚
部
欠
）

二
月
彼
岸

⑱
 
1476 
文
明
八
年
弁：

右奉志
I
趣
者
道
春I
禅
門
57
.5
 
20 
6
 粘
板
岩
C
 
III 
88 

⑲
 
1482 
文
明
十
四
天

有不ヒ植現肘衆祈源生
頁
（
中
略
）

道
徳
禅
門回

169 
40 
19
 粘
板
岩
B
 
III 
50 
敬
白

二
月
甘
四
日

夫
塔
婆
者
＿＝
十
＿ニ
忌
辰
立

⑳
 
1492 
延
徳
四
年

妙
金
禅
尼
79 
23 
6
 粘
板
岩
A
 
III 
4
 

二
月
甘
四
H

ー文
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②
無
紀
年
板
碑

I種
子
！
闊
又
真
言
I
願

文
計
測
最
大
値
[
(
c
m
)国

石
文
9
質
註

:
 

隊
三

10
●
 

古 向
弓
巾
！
厚

王
魯

翠各
忍

⑳
 

f
 

11
9
 27 
17
 粘
板
岩
C
 
III 
26 

⑫
 

123. 5
 30
 14: 
粘
板
岩
C
 
II 
3
1
 

⑳
 
名

132 
31
 12
 砂
岩
c
 III 
32 

⑳
 

妙
金
禅
尼
50 
25 
8.5
 粘
板
岩
A
 
I
 
82 

⑮
 
名

妙
海
禅
尼
69 
32 
8
粘
板
岩
B
 
III 
90
 

⑳
 
名

79 
32 
10
粘
板
岩
B
 
III 
93 

⑰
 
芍

86 
31. 
5
 
7
粘
板
岩
C
 
III 
4
1
 

⑬
 
を

97 
39 
13
粘
板
岩
C
 
III 
25 

⑳
 
()f 

51
 24 
10
粘
板
岩
A
 
I
 (
A
)
 

2
6
 

⑳
 
名

道
朋
禅
門
72 
32 
8
粘
板
岩
D
 
III 
1
 

⑪
 
各
:t 

76
 23. 
5
 14
砂
岩
C
 
III 
45
 

⑫
 
谷

59 
26 
11. 
5
 砂
岩
B
 
I
 67 

⑬
 
名

道（欠）
62 
27 
5
粘
板
岩
B
 
III 
92 

⑭
 ii 

51
 29.5
 8.5 
砂
岩
B' 
I
 75 
（穿
孔
貝
痕
多
敷
）

⑮
 

52 
26 
7
粘
板
岩
B
 
I
 
70
 

⑯
 
弁

珂名
十
月
十囮
93 
21
 11
砂
岩
A
 
III 
6
 

⑰
 

98 
25 
8
粘
板
岩
C
 
Ill 
34 

⑱
 

70 
21
 14
砂
岩
C
 
Ill 
37 

⑲
 

56 
14.5
 7.5
 粘
板
岩
B
 
III 
57 

⑩
 

56 
23 
8.5
 砂
岩
B
 
III 
94 

⑪
 
芍：

妙
祐
善
尼
62 
20 
8.5
 粘
板
岩
C
 
III 
59 

⑫
 
芍：

妙
音
60.5 
15
 
8
粘
板
岩
B
 
III 
16 

⑬
 
芍：

128 
30 
11 
粘
板
岩
c
 III 
21
 

⑭
 

静
称
禅
尼
82 
41 
10
粘
板
岩
B
 
I
 47 

⑮
 

妙
金
禅
尼
59.5 
24 
17
 粘
板
岩
B
 
I
 53 
（穿
孔
貝
痕
あ
り

⑯
 

伏
以
妙
仙
禅
尼
70.5 
35
.5
 8.5
 砂
岩
B
 
I
 54 

＠
 

奉
道
泉
禅
門
之
為
也
98.
5
 17
 7.5
 粘
板
岩
A
 
III 
87
 瓢
＿

⑱
 

道
称
禅
門
58.5 
29 
5
粘
板
岩
A
 
I
 
14
 （
穿
孔
貝
痕
あ
り
）

⑲
 

霜
△
月
□
45.5 
36 
7
砂
岩
B
 
III 
9
1
 

[
三

s裟：
願
文
門
門
昇
誓
佑
,凌"質討
i

⑳
 
芍：

53 
21 
3
粘
板
岩
B
 
II 
55
 

⑪
 
芍：

73 
39 
7
砂
岩
B
 
III 
68 

⑫
 
.'(: 

58 
25 
4.5
 粘
板
岩
C
 
III 
72 

⑬
 

76 
38
.5
 
6
粘
板
岩
A
 
III 
85 

⑭
 
訛

過△
去△詞
麟
107
 35.5
 13
砂
岩
B
'
 III 
19
 

⑮
 
.JU_: 
i
麦
不
□
刃：

58 
29
.5
 
6
粘
板
岩
C
 
III 
89
 

⑮
 

65 
26 
11
砂
岩
A
 
I
 15 

＠
 熊

133 
33 
11 
粘
板
岩
C
 
III 
65 

⑬
 
麦

右
志
者
道
□
禅
門
96 
34 
9
粘
板
岩
A
 
III 
80
 畠

⑲
 
麦

妙
金
禅
尼

15
 
5
 粘
板
岩
,
B
'
 III 
20 

@) 
慈
一悉
仏皆
成
成
道仏
（中略）

七
周
忌
塔
婆
也
62 
31
 12.5
 粘
板
岩
A
 
III 
11 
施
主

右
志
者
道
泉
禅
門

敬
白

＠
 悉

妙
清
69 
38.5
 
9
砂
岩
A
 
I
 12
 

⑬
 
悉

妙
底
禅
尼
60.5 
24 
4._5 
砂
岩
B
 
I
 17 

⑬
 
悉
是
無
法有
高
下

禅
門
79 
33 
12.5 
粘
板
岩
C
 
III 
60 
（甚部欠）

砂
惑

妙
讃
禅
尼
64 
25 
8
粘
板
岩
C
 
I
 61 

⑮
 
惑

右
妙
心
75 
18
 
8
砂
疇
岩
D
 
II 
71 

⑮
 
々

104 
20 
15 
粘
板
岩
C
 
III 
38 
（両側面欠）

＠
 

禅
門
89 
26 
9.5
 粘
板
岩
A
 
III 
3
 

慇
30 
30 
10
粘
板
岩
B
 
I
 69
 
（下半欠）

⑲
 
珂刃
了t
麦l{
利刃

右
道
秀
104
 31. 
5
 
8
砂
岩
A
 
III 
8
1
 

⑳
 
不
明

妙
金
禅
尼
38 
26.5 
10
粘
板
岩
A
 
I
 84
 々
ヵ（上方欠）

⑪
 
不
明

41
 20 
10
粘
板
岩
A
 
III 
86
 i
ヵ（上方欠）

⑫
 

95.5
 10.
 
5
 15
粘
板
岩
C
 
III 
78
 

⑬
 
円
相

53 
32 
6
砂
岩
B
 
I
 56
 

⑭
 
？
 

口
95 
23 
7.2
 砂
岩
D
 
III 
2
 

⑮
 
？
 

85 
34 
12
粘
板
岩
C
 
III 
62
 

⑯
 
？
 

58 
28 
8.2 
粘
板
岩
A
 
III 
8
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（表II) 小泊周辺地域の主要板碑群年代分布

4
 

河北地区教委―

一長塩谷板碑群調査報告

2 
1 

部

1 1 

調

フ旦ヽ

佐ヽ

:1 I I II 

胃
助

I 

＇ 
I II I I I 

、属

i屈! 
21 

しこ

よ

1 

る--

2

1
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（表III)

種子使用頻度表

十三仏と忌日（定説とされる）

及び小泊板碑に表われた種子

種子ぷ，I 有 唸和 紀 年 無紀年基数
計

基数 年 号 確不確

刃ァ1 正応三年 1 

奇：4 文保元年延I I 
1 2 7 

正中二年応永廿年

バ 1 
享 徳二天

5 6 

芥 ノクゞ 1 1 

谷： 4 4 

府汀 4 正応三年観応二年 4 1 ， 貞和 1i年応安五年

4サ 5 5 

3 
応永十六年文明八年

13 16 応永廿五年

名ヵ 3 
永和四年延徳四年

5 8 
応永六年

°11 1 1 

ぢィ 1 1 

乎1 1 1 

2 応永廿年文明十四天 3 5 

2 2 

ti 1 応永廿九年 1 2 

ii : 1 延元元年 1 

f ノイゞ 2 2 

0 1 1 

不 明 3 3 

合 計 20 53 3 76 

種:9'翁C総-｛ ヰ忍;:吟 名
忍,己i.:. ヽ 日

f （カーン）不動明王 初七日
芥（バ ク）釈迦如来 二 七日

it （マ ン）文殊菩薩 三七日
卦（ア ン）普賢菩薩 四七日

名 （ カ ）地蔵菩薩 五七日

（ ユ ）弥勒菩薩 六七日

各（ベイ・バイ）薬師如来 七七 H
サ ）観音菩薩 百ケ日

(サ ク）勢至菩薩 一周忌

三年忌

l(ウ ン）阿閤如来 七年忌
麦（ウーン）同 上 ＂ 

~ （バ ン）大B如米（金剛界） 十三年忌
(バーンク）同 上 ＂ 

三十三年忌

刃（ ア ）大B如来（胎蔵界）

寿ぼローン）一字金輪

ぢ( ィ ）地蔵菩薩

芍（ イー ） 同 上

乎（ イー ） 同 上

1 (バイ・ベイ） 多 門 天
荘
[
熊
ぃ
尽
[
ン

•
名
竺ノ

.9r心
金剛界五仏 1

”
 

ォ`

[
d
ハ

ー

ラ
刃
ァ

大日如米応身真言

文殊五字真言
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